
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

①現状 

１）地域の災害リスク 

 （洪水） 

池田市のハザードマップによると、一部の地域において、５ｍを超える浸水が予想（猪名川

の氾濫を想定）されているほか、内水やその他の河川でも一部の工業及び商業地区において最

大で３ｍの浸水被害が予想されている。 

（土砂災害） 

池田市の地域防災計画によると、市域の五月山の麓を中心に土砂災害警戒地域（特別警戒地

域も含む）が１６３ケ所点在しており、一部の工業施設等が該当する。 

（地震） 

池田市域に大きな被害をもたらすと考えられる上町断層系、有馬高槻構造線系及び南海トラ

フを想定した場合の被害予測値は以下のとおりである。 

【表１－１ 断層型地震災害】 （前提条件：冬季 18 時、北西の風 2.9ｍ/s） 

種 類 有馬－高槻断層帯 上町断層帯 

推定震度 6 弱～6 強 5 強～6 強 

建物被害 
全 壊 2,403 棟 3,340 棟 

半 壊 3,398 棟 4,040 棟 

 

人的被害 

死 者 16 人 26 人 

負 傷 者 1,313 人 1,510 人 

避難生活者 6,671 人 8,101 人 

地震火災被害 炎上出火件数 2(3)件 4(4)件 

 

ライフライン被害 

上水断水影響人口 43,000 人 60,000 人 

ガス供給停止戸数 31,000 戸 44,000 戸 

固定電話被災回線数 2,448 回線 2,448 回線 

停電件数 34,474 軒 12,297 軒 

（注）炎上出火件数は 1 日間の合計値、(  )内は３日間の合計値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【表１－２ 南海トラフ地震の被害想定】（前提条件：冬季 18時、１％超過確率風速） 

種 類 被害想定 

推定震度 6 弱 

 

建物被害 

全 壊 91 棟 

半 壊 1,306 棟 

地震火災被害 0 棟 

 

人的被害 

死 者 3 人 

負 傷 者 209 人 

避難所避難者 2,813 人 

 

ライフライン被害 

上水断水率 25％ 

ガス供給停止率 0％ 

固定電話不通契約率 30.8％ 

停  電  率 49％ 

(注)避難所避難者は１週間後、ライフライン被害は被災直後の数値 
出典：池田市地域防災計画（関係資料）令和元年度修正版 

（その他） 
池田市のため池ハザードマップによると、８か所のため池において地震や豪雨などで決壊し

た場合、下流への影響が大きいことが予想されている。 
 （感染症） 

感染症は、それ自体が生命への脅威であるだけでなく、社会経済活動に多大な影響を与

えるものである。特に、複数の感染症の同時流行や、感染症禍で大規模災害が発生した場

合などは、社会経済活動の崩壊につながりかねない重大な脅威となるおそれがある。 
（参考資料） 
＜池田市ハザードマップ＞ 

https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/sogoseisaku/kikikanri/bousai/kozui/15148.htm

l 

＜池田市地域防災計画＞ 

https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/sogoseisaku/kikikanri/bousai/oshirase/142741

9102884.html 
 
２）商工業者の状況 
 ・商工業事業者数 ３，６２９者（令和３年経済センサス） 
 ・小規模事業者数 ２，３７３者（令和３年経済センサス） 
 
３）これまでの取組 
 ＜池田市の取組＞ 
・池田市地域防災計画の策定：必要に応じて検討を加え修正。 
・池田市業務継続計画の策定：優先業務の選定 
・防災訓練の実施：自主防災会による訓練、３市２町による行動訓練、市の訓練など 
・設備の整備：防災行政無線、防災備蓄倉庫の整備 
・避難行動要支援者の名簿の整理 
・災害時の応援に関する協定書の締結 
・備蓄品の計画的な更新 



 
 
＜池田商工会議所の取組＞ 
・事業者ＢＣＰに関する国等の施策の周知 
・災害時における特別相談窓口の設置、支援施策の情報発信 
・事業者ＢＣＰ策定セミナーの開催 
・損害保険会社と連携した損害保険への加入促進 
・経営指導員向けBCP 研修への参加 
・支援拠点である商工会議所の耐震化 
・大阪府商工会議所連合会「大規模自然災害等に際しての連携支援に関する取り決め」に参画 

 
②課題 
・池田商工会議所においては、事業継続力強化に関して小規模事業者に助言できる程度の知識
やノウハウを有する経営指導員等職員が不足している。 

・事業者に向けた地域の災害リスクに関しての周知が不足している。 
 

③目標 
 ・実施期間中における事業者ＢＣＰ策定支援事業者数の目標：延べ１００事業者 
   令和７年度：２０事業者 
   令和８年度：２０事業者 
   令和９年度：２０事業者 
   令和10年度：２０事業者 
   令和11年度：２０事業者 
 ・実施期間中における災害リスクや感染症流行関連リスクを認識させ、事前対策の必要性を周

知する事業者数の目標：延べ８，５００事業者 
   令和７年度：１，７００事業者 
   令和８年度：１，７００事業者 
   令和９年度：１，７００事業者 
   令和10年度：１，７００事業者 
   令和11年度：１，７００事業者 
 ・地区内の小規模事業者に対し災害リスクを認識させ、事前対策の必要性を周知する。 
 ・発災時における連絡体制を円滑に行うため、池田商工会議所と池田市との間における被害情

報報告、共有ルートを必要に応じて適時見直しを行う。 
 ・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、組織内における体制、池田商工会議所と池田市及

び関係団体と構築した連携体制を維持・強化する。 
 
④その他 
 池田商工会議所の事業継続計画の有無：有（簡易版） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和７年１０月１日～令和１１年９月３０日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

 池田商工会議所は、池田市との役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

１）事前の対策 

ａ）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク及びその影響を軽減する

ための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共済加入等）について説明する。 

・会報や市広報、ホームページ、メールマガジン等において、国の施策の紹介や、リスク対策

の必要性、損害保険の概要の紹介等を行う。 

 

ｂ）小規模事業者に対する事業者 BCP 策定支援 

・大阪府が提供する簡易版 BCP 様式による策定支援 

・中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」の策定支援 

・連携する損害保険会社の協力を得て、損害保険会社が提供する簡易版 BCP 様式での策定支援 

 

ｃ）地区内事業者の事業者 BCP 策定・取組状況の把握 

・企業巡回やセミナー開催時など様々な機会を捉えて地区内事業者の事業者 BCP 策定・取組状

況を確認する。 

 

ｄ）当該計画に係る訓練の実施 

・大阪府・市町村合同地震・津波対策訓練に参加することで池田市と池田商工会議所との連絡

ルートの確認等を行う。（その他の訓練は必要に応じて実施する）。 

 

ｅ）商工会、商工会議所自身の事業継続計画の策定 

・池田商工会議所は、令和８年度末までに詳細版事業継続計画を策定する。 

 

ｆ）関係団体等との連携 

・連携協定を結ぶ損保会社に専門家の派遣を依頼し、会員事業者以外も対象とした普及啓発セミ

ナーや損害保険の紹介等を実施する。 

・関係機関へのチラシ配架等普及啓発依頼。 

 

ｇ）フォローアップ 

池田市危機管理課・商工振興課と池田商工会議所とで、当計画の進捗状況の確認や改善点等に

ついて、必要に応じて協議する機会を設ける。 

 

２）発災後の対策 

・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、下記

の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

a）応急対策の実施可否の確認 

・発災後２４時間以内に職員とその家族の安否確認・業務従事の可否確認を行う。大まかな被害状

況（家屋被害や道路状況等）等を池田商工会議所と池田市で共有する。 

 

 



b）応急対策の方針決定 

・池田商工会議所と池田市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方法を決める。 

・池田商工会議所は次の区分に応じて必要な対応を行う。 

①就業時間中 

大規模地震：火の元と館内にいる職員・来客の負傷者の有無を確認し、避難経路を確保、建物

からの避難を実施する。 

大規模風水害：原則として、落ち着くまで職員・来客共に館内待機を促す。 

②就業時間外 

職員自身が目視で命の危険を感じる災害等の場合は出勤せず、職員自身がまず安全確保をし、

警報解除後に出勤し、事務所の復旧など初動対応を実施する。 

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合は、大阪府商工会議所連合会「大規模自

然災害時に際しての連携支援に関する取り決め」により、他の地域からの応援職員の派遣、物

資の提供等を受け、応急対策に取り組む。 

・池田商工会議所と池田市は被害状況を確認し、３日以内に情報共有する。 

 （例：被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」 

等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」

等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、交通

網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」

等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」

等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 
 

※なお、電話回線の不通等連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと

考える。 

 

ｃ）次項「発災時における指示命令系統・連絡体制」に基づく連絡の頻度 
・本計画により池田商工会議所と池田市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に１回以上共有する 

１週間～4週間 1 週間に 1回共有する 

それ以降 必要に応じて随時共有する 

  

３）発災時における指令命令系統・連絡体制 

 ・大阪府が指定する下記フロー図の通り、被害状況報告等の連絡体制をとる。 

・池田市は二次災害を防止するための情報等を広く発信するとともに、池田商工会議所へも情報

提供する。池田商工会議所はその情報をホームページ等を利用し広く周知する。 

・池田商工会議所と池田市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方

法について、あらかじめ確認しておく。 

・池田商工会議所と池田市が共有した情報を、大阪府の指定する方法にて双方いずれかより大阪府

へ報告する。 



 
 

４）応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

・相談窓口の開設方法について、池田商工会議所と池田市で相談・決定する。 

（池田商工会議所は、国の依頼を受けた場合は、特別相談窓口を設置する。） 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や大阪府、池田市等の施策）について、池田市商店会連合会、

池田市工業振興会等関係団体と連携し地区内小規模事業者等へ 周知する。 

・大阪府商工会議所連合会「大規模自然災害等に際しての連携支援に関する取り決め」に基づく支

援活動を要請する。 

 

５）地区内小規模事業者に対する復興支援 

・国や大阪府の方針に従って復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等を

大阪府等に相談する。 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年６月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導

員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  経営指導員 水野 健次、阿部 小百合（連絡先は③参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

  

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①池田商工会議所 中小企業相談所 

 〒563-0025 池田市城南１丁目１番１号 

TEL： 072-751-3344（直通） / FAX：072-751-3876 

E-mail：soudansho@ikedacci.or.jp 

 

②関係市町村 

池田市 市民活動部 商工振興課 

〒563-8666 池田市城南１丁目１番１号 

TEL：072-754-6241（直通）／FAX：072-752-6680 

E-mail：shoro@city.ikeda.osaka.jp 

 

池田市 総合政策部 危機管理課 

〒563-8666 池田市城南１丁目１番１号 

TEL：072-754-6263（直通）／FAX：072-752-1495 

E-mail：kikikanri@city.ikeda.osaka.jp 

 

池田商工会議所 

事務局長 

池田商工会議所 

法定経営指導員 

池田市 

商工振興課 

 

池田市 

危機管理課 

 

池田市 

市民活動部長 

 

連携 

連絡調整 連携 

確認 

池田市 

総合政策部長 

 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

【池田商工会議所】                            （単位 千円） 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

必要な資金の額 600 600 600 600 600 

 

専門家派遣 

セミナー開催 

広報製作費 

 

 

100 

400 

100 

 

100 

400 

100 

100 

400 

100 

100 

400 

100 

100 

400 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、大阪府補助金等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

【池田市】                                  （単位 千円） 

 
年度 年度 年度 年度 年度 

必要な資金の額      

 

 

 

 

 

 

     

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

東京海上日動火災保険株式会社 取締役社長 広瀬 伸一 

大阪北支店    

本社    〒100‐8050 東京都千代田区大手町二丁目 6番 4号 

大阪北支店 〒541-8555 大阪府大阪市中央区高麗橋 3-5-12 淀屋橋東京海上日動ビルディング 5階 

電話番号：06－6203－0809 FAX 番号：050－3385－7166 

連携して実施する事業の内容 

① 住所単位での災害リスク喚起。（ハザードマップの提供） 

② 事業者 BCP 策定をポイントとしたセミナーやワークショップ、策定支援等の開催。 

③ 支援した事業者の BCP 取組状況に応じてフォローアップ。 

④ 経営指導員を対象とした研修の開催。 

⑤ 必要に応じてリスクファイナンス支援。 

 

連携して事業を実施する者の役割 

① 池田商工会議所の依頼に応じて、住所単位のハザードマップを池田商工会議所に提供。 

② 池田商工会議所の依頼に応じて、BCP 策定をポイントとしたセミナーやワークショップ及び策定

支援の実施。 

③ 池田商工会議所の依頼に応じて、支援した事業者の BCP 取組状況に応じてフォローアップ。 

④ 池田商工会議所の依頼に応じて、経営指導員を対象とした研修の開催。 

⑤ 池田商工会議所の依頼に応じて、リスクファイナンス支援。 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

講師依頼 

講師派遣・ 
策定アドバイス 

池田商工会議所 

池田市 

東京海上日動火

災保険株式会社 

小規模事業者 

セミナー開催 
BCP 策定支援 

セミナーでの講義 
損害保険会社が保有する
BCP 策定ツールの提供、 
個別策定支援 


